
答 申

諮問第３５号

第１ 審査会の結論

和歌山県知事（以下「実施機関」という ）は、本件異議申立。

ての対象となった「平成１６年度宅地造成等規制法違反等事務処

理一件」について別紙に示す審査会の判断において開示とした部

分を開示すべきである。

第２ 異議申立てに至る経過

１ 異議申立人は、和歌山県情報公開条例（平成１３年和歌山県条

。 「 」 。） 、例第２号 以下 条例 という 第６条第１項の規定に基づき

実施機関に対し、平成１６年１１月２２日付けで「平成１６年度

に都市政策課が違反の疑いのあるものとして行った行政指導（宅

地造成等規制法に関する一切の公文書 （東牟婁郡○○○○○○）

○○○に限る 、行政指導に至った経緯・立入検査の日時指導内）

容・他官公署との通知、文書・写真・フロッピー等全記録」につ

いて開示請求を行った。

２ 実施機関は、１の開示請求に対して 「平成１６年度宅地造成、

等規制法違反等事務処理一件（東牟婁郡○○○○○○○○○○○

のものに限る 」として別紙「公文書」欄の公文書を特定し、一）

（ 「 」 。） 、部を開示する部分開示決定 以下 本件処分 という を行い

開示しない部分及び当該部分を開示しない理由を別紙「実施機関

の決定」の「開示しない部分」欄及び「開示しない理由」欄のよ

うに記載して平成１６年１２月９日付けで異議申立人に通知し

た。

３ 異議申立人は、平成１６年１２月１３日付けで、行政不服審査

法（昭和３７年法律第１６０号）第６条の規定により、本件処分

を不服として、実施機関に対し異議申立てを行った。



第３ 異議申立ての内容要旨

１ 異議申立ての趣旨

異議申立ての趣旨は 「異議申立てに係る処分を取り消し、全、

部の開示を求める」というものである。

２ 異議申立ての理由

異議申立人が異議申立書及び意見書並びに審査会における意見

及び説明の陳述に代えて提出した意見書によって主張する内容を

要約するとおおむね次のとおりである。

( ) 特定した公文書は、異議申立人の情報が記載されたもので1

あり、プライバシーの侵害にあたらず、個人情報保護を目的

とする条例第７条第２号、第３号には該当しない。

( ) 宅地造成等規制法違反と公表されたことにより、和歌山県2

から三重県に及ぶ建築会社・設計会社・測量会社・電気工事

会社・水道工事会社等約３０社近くに業務依頼拒否を受けて

おり、開示することにより都市政策課が危惧する社会的信頼

を不当に低下させ事業を行っていく上での正当な利益を害す

る状態に既に陥れられている。

( ) 所有者に連絡・通知なく現地調査をした杜撰な行政に対し3

てその違法性を後日告訴する証拠とするためのものであり、

現段階で広範囲に公表された以上、本人に非開示とすること

は証拠隠滅にあたる。

他県・国官公署においては、こうした件は直接個人を識別

できる名称、氏名、住所、電話番号以外は全て開示されてい

る。

( ) 部分開示と称して証拠として立証するための大事な部分ま4

でが非開示となることは開かれた行政・ガラス張りの行政を

目的とした情報公開制度を根本から否定したものになる。

第４ 実施機関の説明要旨

実施機関が部分開示決定通知書及び異議申立てに対する部分開

示処分理由説明書並びに審査会における意見及び説明の陳述によ



って主張する内容を要約するとおおむね次のとおりである。

１ 条例第７条第２号該当性について

( ) 個人の住所、氏名、郵便番号、電話番号及び職業、個人か1

らの手紙（報告書、催告書 、個人から郵送された封書の封）

筒、本件造成工事場所の字名及び地番、土地の登記簿謄本の

写し並びに住宅地図については、個人の情報であって特定の

個人を識別することができる情報であり、かつ同条同号の但

し書きアからウのいずれにも該当しない。

( ) 本件造成工事場所を特定することができる記述等、本件造2

成工事に関係する工事施行者、工事監理者、設計事務所及び

本件造成工事場所にあった施設の解体を行った業者 以下 解（ 「

体業者」という ）に関する記述、配達証明に記載された郵。

便局名、同郵便局の郵便番号及び引受番号、本件造成工事場

所の写真、公図の写し、本件造成工事場所の位置図並びに道

路平面図については、当該情報のみでは、個人を識別するこ

とはできないが、地域住民が保有する情報と照合することに

より特定の個人が識別できる情報であって、かつ同条同号の

但し書きアからウのいずれにも該当しない。

２ 条例第７条第３号ア該当性について

本件造成工事に関係する工事施工者、工事監理者、設計事務所

及び解体業者に関する記述については、公にすることにより、宅

地造成等規制法の違反工事を請け負う業者、違反工事と関係のあ

る業者として認識され、当該法人や事業を営む個人の社会的信用

や信頼を不当に低下させ、事業を行っていく上での正当な利益を

害するおそれがある。

３ 自己の情報の開示について

条例においては、何人に対しても、開示請求権を認めており、

請求者が誰であるかは考慮されず、本人が公文書に記載されてい

る自己に関する情報を開示請求したとしても、条例第７条第２号

の但し書きアからウ及び条例第９条に該当しない限り、非開示と

なる。



また、法人等に関する情報についても条例第７条第３号ア又は

イに該当すれば同号但し書き又は条例第９条に該当しない限りは

非開示となる。

第５ 審査会の判断

当審査会は、本件処分の当否につき審査した結果、次のとおり

判断する。

１ 本件公文書について

本件公文書は、東牟婁郡○○○○○○○○○○○において平成

１６年度中に宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号、以

下「宅造法」という ）違反の疑いがあるとされた事例について。

の行政指導等をまとめた、次に掲げる公文書である。

( ) 宅造法第１８条の規定に基づき再提出があった報告書につ1

いて都市政策課内で供覧するために担当者が作成した報告書

( ) 宅造法第１８条の規定に基づく報告書の再提出通知につい2

ての伺いの起案文書

( ) 宅造法第１８条の規定に基づく報告書提出の督促伺いの起3

案文書

( ) 新宮建設部から都市政策課への現地の状況写真の送付文書4

( ) 催告書に対する回答伺いの起案文書5

( ) 本件造成工事に係る現地調査についての伺いの起案文書6

( ) 本件造成工事に係る設計事務所の連絡先についての新宮建7

設部から都市政策課へのファクシミリ文書

( ) 本件造成工事場所の写真8

( ) 宅造法第１８条に基づく報告についての伺いの起案文書9

( ) 本件造成工事場所の現地確認記録10

２ 条例第７条第２号該当性について

( ) 条例第７条第２号は、個人の尊厳に関わる基本的人権の尊1

重の立場から情報公開制度の下においても個人のプライバシ

ーに関する情報が最大限に保護されるよう配慮すべきである

ことから、個人に関する情報であって、特定の個人が識別で



きるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識

別することができることとなるものを含む ）又は特定の個。

人を識別できないが、公にすることにより、なお個人の権利

利益を害するおそれのあるものについては、原則として開示

しない旨規定している。

( ) 条例第７条第２号に規定されている「個人を識別すること2

ができるもの」には 「他の情報と照合することにより、特、

定の個人を識別することができることとなるものを含む 」。

と規定されている。

、 、 「 」本件において 実施機関は 照合の対象となる 他の情報

を「地域住民が保有する情報」と主張している。

この主張は、本件の場合、東牟婁郡○○○○○○○○○○

○と限定された地域における違反事案であることから、個人

の権利利益を最大限に保護するため 「地域住民が保有する、

情報」と照合することにより「個人を識別することができる

もの（非開示情報 」とした考え方に立ったものであると理）

解することができる。

しかし 「個人を識別することができるもの」を非開示と、

するのは、個人の権利利益を保護するという目的のためであ

ることから、個人識別可能性の判断に際しては、個人情報の

内容や性質等に応じて、適切に判断すべきである。

情報公開制度の目的である公正で開かれた県政を一層推進

するためには、できる限り県民に情報を公開すべきであり、

本件のような事案の場合、実施機関の考え方は、非開示事項

を広く捉えすぎるものである。

本件の事案の性質と個人の権利利益の保護の必要性からす

ると「県民であれば保有している又は入手可能であると通常

考えられる情報」と照合することによって「個人を識別する

ことができるもの」であるかどうかの判断をすべきである。

当審査会は、以上のような判断の下に条例第７条第２号該

当性を審査する。



( ) 本件公文書のうち実施機関が、条例第７条第２号に該当す3

る情報として非開示としたものは、次のとおりである。

ア 個人の住所、氏名、電話番号及び郵便番号

イ 個人の職業

ウ 異議申立人が主張する本件のような事例を宅造法違反

として取り扱わない県の県名

エ 個人からの報告書２通及び催告書１通

オ エの報告書及び催告書の郵送に使用された封筒

カ 本件造成工事場所の字名、地番及び地目

キ 本件造成工事場所の土地の登記簿謄本の写し

ク 本件造成工事場所が明示された住宅地図

ケ 本件造成工事場所を特定できる記述

コ 本件造成工事に関係する工事施行者、工事監理者並び

に設計事務所の名称、代表者氏名、郵便番号、住所及び

電話番号

サ 上記コの設計事務所のファクシミリ番号及びメールア

ドレス

シ 上記コの工事監理者及び設計事務所の所在地（県名、

市名）

ス 解体業者の所在地（県名）

セ 実施機関が個人に郵送した文書に係る配達証明書に記

載された郵便局名、同郵便局の郵便番号及び引受番号

ソ 本件造成工事場所の写真

タ 本件造成工事場所を含む公図の写し

チ 本件造成工事場所を明示した宅造法に基づく規制区域

を示す図

ツ 道路の平面図

( ) 個人の住所、氏名及び電話番号については、特定の個人が4

識別できる情報であることは言うまでもない。

また、郵便番号については、住所と一体的に記載された情

報であることから、個人が識別できる情報に含まれると認め



られる。

( ) 個人の職業については、特殊な職業ではないことから、個5

人の氏名を非開示とすれば、これを開示しても特定の個人が

識別できるとは認められない。

( ) 異議申立人が主張する本件のような事例を宅造法違反とし6

、 、て取り扱わない県の県名については 他の情報と照合しても

特定の個人が識別できるとは認められない。

( ) 個人からの報告書２通及び催告書１通については、実施機7

関は、その全てが個人識別情報に該当すると主張している。

確かに、個人が作成した手紙等については、個人を識別で

きる情報を非開示としても、個人の人格と密接に関連した情

報が記載されており、公にすることにより、なお、個人の権

利利益を害するおそれのある場合が認められることから、条

例第７条第２号では、このような場合も個人に関する情報と

して非開示と規定している。

しかしながら、報告書２通については、いずれも都市政策

課が宅造法第１８条に基づき報告を求めたことに対して提出

されたものであり、催告書については、都市政策課からの本

件造成場所での現地立ち会い及び事情聴取についての協力依

頼に対して提出されたものである。また、報告書及び催告書

は、手書きではなく、かつ、催告書の一部に異議申立人とし

ての今後の対応についての考え方が記載されているものの、

それ以外は問題となっている宅造法違反に係る状況説明の記

載であり、私的な内容は記載されていない。

以上のことから、個人からの報告書及び催告書は、私信等

とは異なる性質のものであり、特定の個人を識別できる情報

を非開示としても、公にすることにより、なお、個人の権利

利益を害するおそれのあるものとは認められない。

したがって、本件造成工事場所にあった施設の利用形態並

びに差出人の住所、氏名及び個人印の印影の部分を非開示と

すれば、他の情報を開示しても特定の個人が識別できるとは



認められない。

( ) 報告書及び催告書の郵送に使用された封筒については、そ8

の表面には、和歌山県庁の郵便番号、住所、担当課名及び県

職員の氏名並びに郵便局名が記載されているだけであり、こ

れを開示しても県職員以外の特定の個人が識別できるとは認

められない。

なお、当該県職員の氏名については、職員の人事異動表や

市販されている職員録により公にされているものであるから

条例第７条第２号但し書きアに該当し、開示すべき情報であ

ると認められる。

封筒の裏面については、個人の住所及び氏名が記載されて

おり、開示することにより特定の個人が識別できると認めら

れる。

( ) 本件造成工事場所の字名及び地番については、これを開示9

することにより本件造成工事場所が特定され、土地の登記事

項証明書等他の情報と照合することにより特定の個人が識別

できると認められる。

また、地目については、当該場所に特有の地目が記載され

ていることから、これを開示することにより本件造成工事場

所が特定され、他の情報と照合することにより特定の個人が

識別できると認められる。

( ) 本件造成工事場所の土地の登記簿謄本の写しについては、10

これを開示することにより特定の個人が識別できると認めら

れる。

( ) 本件造成工事場所が明示された住宅地図については、これ11

を開示することにより本件造成工事場所が特定され 上記( )、 9

と同様、他の情報と照合することにより特定の個人が識別で

きると認められる。

( ) 本件造成工事場所を特定できる記述とは、具体的には次の12

ような記述である。

ア 本件造成工事場所にあった施設の名称、利用形態及び



その前後の記載（施設の状況、施設の取得方法等）

イ 本件造成工事場所付近の地名

ウ 本件造成工事場所付近の道路の種別及びその種別が推

定される記載

エ 本件造成工事場所に建設を予定しているとされる施設

の利用形態

このうち、アの施設の名称及び利用形態については、これ

、 、を開示すれば本件造成工事場所が特定され 上記( )と同様9

他の情報と照合することにより特定の個人が識別できると認

められるが、施設の名称及び利用形態を非開示とすれば、そ

の前後の記載を開示しても本件造成工事場所が特定されると

は認められず、特定の個人が識別できるとは認められない。

イについては、これを開示すれば、本件造成工事場所が特

定され、上記( )と同様、他の情報と照合することにより特9

定の個人が識別できると認められる。

ウ及びエについては、これを開示しても本件造成工事場所

が特定されるとは認められず、特定の個人が識別できるとは

認められない。

なお、ウのうち道路の種別が推定されるとして非開示とし

ている公務員の姓については、個人が識別できる情報に該当

するが、当該公務員の氏名については、市販されている職員

録により公にされているものであるから条例第７条第２号但

し書きアに該当し、開示すべき情報であると認められる。

( ) 本件造成工事に関係する工事施行者、工事監理者並びに設13

計事務所の名称、郵便番号、住所及び電話番号、設計事務所

のファクシミリ番号及びメールアドレス、工事監理者及び設

計事務所の所在地（県名及び市名）並びに解体業者の所在地

（県名）については、これを開示しても特定の個人が識別で

きるとは認められない。

また、工事施行者、工事監理者及び設計事務所の代表者氏

名は、個人事業者の場合は、事業を営む個人の当該事業に関



する情報であり、条例第７条第２号には該当しない。また、

法人の場合は、商業登記法（昭和３８年法律第１２５号）に

基づく法人の商業登記簿により公にすることが予定されてい

る情報であり、条例第７条第２号但し書きアに該当し、開示

すべき情報であると認められる。

( ) 実施機関が個人に郵送した文書に係る配達証明書に記載さ14

、 、れた郵便局名 同郵便局の郵便番号及び引受番号については

これを開示することにより、文書の発送先をある程度特定で

きるとしても、特定の個人が識別できるとは認められない。

( ) 本件造成工事場所の写真については、他の情報と照合する15

ことによって本件造成工事場所が特定できるものが写ってい

るとは認められず、また時間の経過により、現地の状況も変

化すると考えられることから、これを開示しても特定の個人

が識別できるとは認められない。

( ) 本件造成工事場所を含む公図の写しについては、本件造成16

工事場所の地番を線で囲んでおり、これを開示することによ

り本件造成工事場所が特定され、上記( )と同様、他の情報9

と照合することにより特定の個人が識別できると認められ

る。

( ) 本件造成工事場所を明示した宅造法に基づく規制区域を示17

す図については、これを開示することにより本件造成工事場

所が特定され、上記( )と同様、他の情報と照合することに9

より特定の個人が識別できると認められる。

( ) 道路の平面図については、特別な記載はなく、これを開示18

しても本件造成工事場所が特定できるとは認められず、特定

の個人が識別できるとは認められない。

( ) 異議申立人は、本件公文書に記載されている情報は、自己19

の情報であり、プライバシーの侵害にあたらず、個人情報保

護を目的とする条例第７条第２号には該当しないと主張す

る。

しかし、条例の開示請求制度は、何人に対しても、請求の



目的の如何を問わず請求を認めていることから、本人から、

本人に関する情報の開示請求があった場合にも、開示請求者

が誰であるか考慮されず、条例第７条第２号に該当する情報

、 、であれば 同号のアからウ又は条例第９条に該当しない限り

非開示となるものである。

３ 条例第７条第３号ア該当性について

( ) 条例第７条第３号アは、法人その他の団体に関する情報又1

は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にす

ることにより当該法人又は当該個人の権利、競争上の地位そ

の他正当な利益を害するおそれがあるものについては、原則

として開示しないこととする旨規定している。

( ) 本件公文書のうち実施機関が、条例第７条第３号アに該当2

する情報として非開示としたものは、次のとおりである。

ア 本件造成工事に関係する工事施行者、工事監理者並び

に設計事務所の名称、郵便番号、住所、代表者氏名及び

電話番号

イ アの設計事務所のファクシミリ番号及びメールアドレ

ス

ウ アの工事監理者及び設計事務所の所在地(県名及び市

名)

エ 解体業者の所在地（県名）

( ) 本件造成工事は、宅造法に違反する疑いのあるとされる工3

事である。

実施機関は、上記アからエの情報を開示することにより違

反工事に関係のある事業者として認識され、当該事業者の社

会的信用や信頼を不当に低下させ、事業を行う上での正当な

利益を害するおそれがあると主張している。

確かに、本件造成工事は、宅造法に違反する疑いがあると

される工事であるが、本件造成工事に関係する事業者は、事

業主の指示により工事を行っていたものであり、また実施機

関からの指示により、工事を中止している。



、 、以上のように 本件造成工事に関係する事業者については

宅造法違反の行為を行っているとは認められないにも関わら

ず、開示することにより本件造成工事に関係する事業者が特

定されれば、違反業者としての誤解を招くおそれはないとは

言えず当該事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を

害するおそれがあるという実施機関の主張は是認できる。

上記( )ア及びイの情報を開示することにより、本件造成工2

事に関係する工事施行者、工事監理者及び設計事務所が特定

されると認められ、当該事業者の権利、競争上の地位その他

正当な利益を害するおそれがあると認められる。

しかしながら、上記( )ウ及びエについては、これを開示し2

ても、事業者が特定されるとは認められないことから、当該

事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそ

れがあるとは認められない。

( ) 異議申立人は、既に社会的信頼を不当に低下させ事業を行4

っていく上での正当な利益を害する状態に既に陥れられてい

ることから、条例第７条第３号に基づく非開示には理由がな

いと主張するが、上記( )に記載したように、本件造成工事に3

関係する事業者について判断すると、上記( )のア及びイは、2

条例第７条第３号に該当するものである。

４ 以上の理由により、当審査会は、冒頭「第１ 審査会の結論」

のとおり判断する。

第６ 答申に至る経過

年 月 日 審査の経過

平成 年 月 日 ○ 諮問（実施機関）16 12 22

平成 年 月 日 ○ 実施機関からの理由説明書を受理17 1 13



平成 年 月 日 ○ 異議申立人からの意見書を受理17 1 20

平成 年 月 日 ○ 審議17 2 2

平成 年 月 日 ○ 審議17 2 21

平成 年 月 日 ○ 実施機関からの意見及び説明聴取17 3 25

平成 年 月 日 ○ 異議申立人からの意見及び説明の陳述17 4 7

に代えて提出された意見書を受理

平成 年 月 日 ○ 審議17 4 19

平成 年 月 日 ○ 審議17 5 13

平成 年 月 日 ○ 審議17 5 31

平成 年 月 日 ○ 審議17 6 17

平成 年 月 日 ○ 審議17 7 15


